
廿日市市（警察広報紙）
令和７年１２月号
廿 日 市 警 察 署

0829

３１－０１１０

年末における犯罪抑止活動

○ 特殊詐欺に注意！
不審な電話やメールが届いたら、一人で判断せ

ずに、家族や警察に相談しましょう。
被害防止のためには、特殊詐欺の

犯人からの電話を直接受けないこと
が大切です。
自宅の固定電話の留守番電話や防
犯機能付き電話の設定、国際電話番
号の利用休止の手続きをするなど、
電話対策をしましょう。

○ 「広島ワンパト隊」発足🐾
令和７年１０月から飼い犬の散歩をしながら

防犯パトロールを実施する「広島ワンパト隊」
が発足しました。
活動に興味をお持ちの方は広島県警察のホー
ムページをご覧ください。

○ アプリを活用しましょう！
年末には、ひったくりや車上ねらい等の街頭犯罪や、金融機

関やコンビニエンスストア等を対象とした強盗の発生が懸念さ
れます。
オトモポリスのマップ機能で、身近に起きている犯罪を
チェックしましょう。
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年末交通事故防止県民総ぐるみ運動

※全国、令和２年～令和６年合計

自転車に乗るときは、

ヘルメットを着用しましょう！

自転車乗車中の交通事故で亡くな
られた方は、半数以上が頭部に致命
傷を負っています。
ヘルメットを被る

ことで、交通事故の
被害を軽減し、守ら
れる命があります。

運動期間は、

令和７年12月１日（月）～令和７年12月10日（水）
の１０日間です！

① ドライバーも歩行者も安全に注意しましょう！

② 高齢者の交通事故を防止しましょう！

③ 飲酒運転は絶対にやめましょう！

④ 自転車も交通ルールを守りましょう！


